
  
 

一

 
 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

一 
総
合
区
長
の
公
選 

 

指
定
都
市
は
、
条
例
で
、
総
合
区
長
を
選
挙
人
が
投
票
に
よ
り
選
挙
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
指
定
都
市
は
、
全
て
の
総
合
区
長
に
つ
い
て
、
選
挙
す
る
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
新
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二
第
五
項
関
係
） 

二 

選
挙
さ
れ
た
総
合
区
長
の
解
職 

１ 

指
定
都
市
の
市
長
は
、
選
挙
さ
れ
た
総
合
区
長
に
つ
い
て
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、
当
該
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
対
し
、
そ
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

（
新
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二
第
八
項
関
係
） 

２ 

１
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
こ
れ
を
選
挙
人
の
投
票
に
付
す
る
も
の
と
し
、
解
職
の
投
票
に

お
い
て
過
半
数
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
総
合
区
長
は
そ
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
新
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二
第
九
項
関
係
） 

三 

区
常
任
委
員
会
の
設
置 

１ 

総
合
区
長
を
選
挙
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
指
定
都
市
の
議
会
は
、
条
例
で
、
常
任
委
員
会
で
あ
っ
て
各
総
合
区
に
係
る



 

  
 

二

事
務
が
そ
の
部
門
に
属
す
る
も
の
（
以
下
「
区
常
任
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
区
常
任
委
員
会
で
あ
っ
て
二
以
上
の
総
合
区
に
係
る
事
務
が
そ
の
部
門
に
属
す
る

も
の
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

２ 

区
常
任
委
員
会
の
委
員
は
、
当
該
区
常
任
委
員
会
の
部
門
に
そ
の
事
務
が
属
す
る
総
合
区
の
区
域
を
選
挙
区
と
す
る
議

員
の
う
ち
か
ら
、
こ
れ
を
選
任
す
る
こ
と
。 

（
新
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
三
関
係
） 

四 

そ
の
他 

 

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


